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マスター タイトルの書式設定⼭⽥太郎の年⾦シミュレーション（1⽉6⽇公開）※

https://www.nennkin.app/


マスター タイトルの書式設定

2022年 表現の⾃由に関する動向
（外圧編）

3



マスター タイトルの書式設定2022年 表現の⾃由に関する動向

⼥⼦差別撤廃条約 昨年2021年に⽇本が提出した実施状況（第9回報告）に
ついて対⾯審査と最終⾒解

サイバー犯罪条約 サイバースペースの利⽤を規制する国際条約の草案について
今年2022年1⽉から協議を開始

インターポール決議 エンドツーエンド暗号化に懸念を表明し、加盟国のプロバイダー
が執⾏機関の法的要求に対応できるよう要請する決議

欧州委員会規則 企業が児童の性的虐待を検出、報告、削除することを義務化
する規則を提案予定

Equality Now オンラインでの性的搾取・虐待についてグローバルスタンダードに
沿った国内法を制定する等の基準を提唱



マスター タイトルの書式設定

⼥⼦差別撤廃条約
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マスター タイトルの書式設定⼥⼦差別撤廃条約 第9回報告の提出

2021年9⽉

2022年3⽉〜9⽉頃

2022年4⽉〜10⽉頃

⽇本が⼥⼦差別撤廃条約実施状況の第9回報告を提出

⼥⼦差別撤廃委員会による対⾯審査の実施（予定）

⼥⼦差別撤廃委員会からの最終⾒解の発表（予定）

ここまで終了

通常は半年〜1年後（コロナ禍で⾒通せず）

通常は対⾯審査から約1か⽉後



マスター タイトルの書式設定第9回報告に関するレク︓外務省・内閣府男⼥共同参画局

2021年12⽉3⽇㈮13:30より
⼭⽥太郎事務所にて

メンバー

⼭⽥太郎事務所
⼭⽥太郎
⼩⼭紘⼀
荻野幸太郎（Zoom）

外務省
総合外交政策局
⼥性参画推進室(室⻑、主査)

内閣府男⼥共同参画局
総務課(企画官、国際機関係⻑)



マスター タイトルの書式設定⼥⼦差別撤廃条約上の主な義務

差別撤廃措置義務
あらゆる分野，特に，政治的，社会的，経済的及び⽂化的分野において⼥⼦差別を撤廃する
措置を講じる義務（3条、7条等）

実施状況報告義務
条約の実施のためにとった⽴法上，司法上，⾏政上その他の措置に関する報告を提出する義務
（18等）

対⾯審査対応義務

提出した報告について、⼥⼦差別撤廃委員会からの対⾯審査に応じる義務



マスター タイトルの書式設定⼥性に関するジェンダーに基づく暴⼒︓問9

出典︓⼥⼦差別撤廃条約実施状況第9回報告

file:///C:%5CUsers%5Coyama%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C100236474-1.pdf


マスター タイトルの書式設定⼥性に関するジェンダーに基づく暴⼒︓問9への⽇本の回答

出典︓⼥⼦差別撤廃条約実施状況第9回報告

file:///C:%5CUsers%5Coyama%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C100236474-1.pdf


マスター タイトルの書式設定レクでの主なやりとり①

Q
問９の「ポルノ製品」には、漫画やアニメ、ゲーム等が含まれるのか。
A
⽇本政府は含まれないと考えている。

Q
⼥⼦差別撤廃委員会は、「ポルノ製品」に漫画やアニメ、ゲーム等が含まれるとの認識か。
A
事前質問票は⽂書として送られてきただけなので、先⽅の認識は分からない。

Q
対⾯審査で漫画やアニメ、ゲーム等の禁⽌に関する質問があった場合どう対応するのか。
A
漫画やアニメ、ゲーム等は「ポルノ製品」ではないとの⽴場から対応する。



マスター タイトルの書式設定レクでの主なやりとり②

Q
事前質問票や対⾯審査の質問案、最終⾒解はどのように作成されているのか。
A
⼥⼦差別撤廃委員会のメンバーが独⾃に作成したり、
国内の団体から送付された意⾒をもとに作成されている。

Q
⼥⼦差別撤廃委員会からの最終⾒解やその中で⽰される勧告に拘束⼒はあるのか。
A
最終⾒解やその中で⽰される勧告に法的拘束⼒はない。

Q
最終⾒解の中で⽰される⽇本に対する認識は国連の公式⾒解か。
A
⼥⼦差別撤廃委員会のメンバーの個⼈的な⾒解にすぎず、国連の公式⾒解ではない。
そのため、事実と異なる認識が⽰されていても⽇本政府はいちいち反論をすることはない。
反論をしないことをもって、認めているということではない。



マスター タイトルの書式設定以下の認識は国連の公式⾒解ではない（前回の最終報告）

出典︓⽇本の第7回及び第8回合同定期報告
に関する最終⾒解※

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html


マスター タイトルの書式設定以下の勧告・要請には法的拘束⼒はない（前回の最終報告）

出典︓⽇本の第7回及び第8回合同定期報告
に関する最終⾒解※

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html


マスター タイトルの書式設定

サイバー犯罪条約
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マスター タイトルの書式設定サイバー犯罪条約

2021年5⽉

2022年1⽉〜

2023年9⽉

国連総会で新サイバー犯罪条約草案に関する決議案を採択

特別委員会で10⽇間の協議を6回以上開催（予定）

第78回国連総会に草案を提出（予定）

ここまで終了



マスター タイトルの書式設定現⾏のサイバー犯罪条約

留保（第42条）※

児童ポルノに関する留保

いずれの国も、欧州評議会事務局⻑にあてた書⾯による通告に
より、特定の条に定める留保を付する旨を宣⾔することができる。

サイバー犯罪条約に規定する「児童ポルノ」には、およそ実在
しない児童を描写したものを含む（9条2b及びｃ）

⇩ しかし
我が国は、サイバー犯罪条約に関して、児童ポルノ禁⽌法第7条
の犯罪に該当する⾏為以外の⾏為については、条約9条1d及び
e並びに2b及びcの規定を適⽤しない権利を留保している。

⇩ したがって
我が国は、およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、
サイバー犯罪条約に規定する義務を負うものではない。※

file:///C:%5CUsers%5Coyama%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Ctreaty159_4b-1.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm


マスター タイトルの書式設定サイバー犯罪条約に関する質問主意書（答弁書）のポイント

我が国が締結している国際約束において、児童の売買、児童買春及び
児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書及びサイ
バー犯罪に関する条約のほかに「児童ポルノ」について定義しているもの
はないと承知

我が国は、およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、児童
の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に規定する義務を負う
ものではない。

我が国は、およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、サイ
バー犯罪条約に規定する義務を負うものではない。

国際約束上の
児童ポルノの
定義に関する
質問主意書
答弁書

（2016年3⽉8⽇）



マスター タイトルの書式設定

インターポール決議
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マスター タイトルの書式設定インターポール決議

2021年11⽉

2022年〜

第89回総会でエンドツーエンド暗号化を懸念する決議

決議で要請されている、E2EE※プロバイダーに法執⾏機関に対し
て関連情報を提供する法的要求ができる体制整備、法執⾏機関
がプラットフォームでのオンラインの児童の性的虐待を防⽌し、対応
できるようにする国内法制定等について、国内ではどう対応するの
か︖

ここまで終了

※ E2EE︓End-to-end encryption、エンドツーエンド暗号化



マスター タイトルの書式設定

欧州委員会規則
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マスター タイトルの書式設定欧州委員会規則

2022年1⽉

2022年〜

EU内務委員が児童の性的虐待の検出等義務化について⾔及

EU内務委員であるイルバ・ヨハンソン⽒が、独紙に、「企業が児童
の性的虐待を検出、報告、排除することを義務付ける規則を今後
数か⽉以内に提案する」と語った。
⽇本⼈及び⽇本企業への影響は︖どう対応するのか︖

※ EUの現在の規則では、児童の性的虐待犯罪を犯した疑いのあるユーザーの事例を
フォローアップするかどうかは、ソーシャルメディアプラットフォームとメッセンジャーサービスに
任されている。



マスター タイトルの書式設定

Equality Now
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マスター タイトルの書式設定Equality Now

2021年11⽉

2022年〜

オンラインでの性的搾取・虐待についての国際基準策定を提唱

国際社会は、以下のような法的拘束⼒のある基準を採⽤すべきで
ある。
各国政府はOSEAに関する以下のような国内法および政策を制
定し、実施すべきである。
- グローバルスタンダードが存在する場合は、それに沿ったものである
こと。
※ Equality Nowは、ニューヨークに本部を置く国際的な⼥性の権利団体。
※ OSEA︓Online sexual exploitation and abuse”

オンラインでの性的搾取・虐待



マスター タイトルの書式設定

各国の⾔論統制（再掲）

25



マスター タイトルの書式設定

26

諸外国の⾔論統制

シンガポール

インド

カンボジア

ベトナム

ロシア

EU

外国介⼊対策法（2021年10⽉成⽴、2022年施⾏予定）※

SNSを駆使した外国からの世論操作を防ぐ⽬的の法律

2021年情報技術規則（2021年3⽉発表、同5⽉施⾏）※

SNSの運営企業に法律で禁じられた情報の削除命令を出せる規則

国家インターネット・ゲートウエー（2021年2⽉署名、2022年2⽉導⼊予定）※

秩序や安全に悪影響を及ぼす恐れがある場合に遮断を可能とする検閲システム

SNS規制新法案（検討中）※

有⼒投稿者の個⼈情報の提供や24時間以内の問題投稿の削除等を検討中

巨⼤IT企業事務所設置法（2021年7⽉成⽴）※

1⽇50万⼈以上が利⽤する企業に来年１⽉までに国内事務所設置を義務付け

デジタルサービス法案（検討中）※

当局からの削除等の措置命令・情報提供命令への対応義務等を検討中

ドイツ SNS対策法（2017年6⽉成⽴、同10⽉発⾏、2018年1⽉運⽤開始）※

ヘイトスピーチやフェイクニュース、違法コンテンツの速やかな削除を義務付ける法律

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76646530U1A011C2FFJ000/
https://jp.techcrunch.com/2021/07/07/2021-07-06-twitter-has-lost-liability-protection-in-india-government-says/
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210808/mcb2108080023001-n1.htm
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74269600Y1A720C2FFJ000/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20210702-OYT1T50318/
https://www.bbc.com/japanese/42532490


マスター タイトルの書式設定

SNS事業者の⾃主規制（再掲）
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マスター タイトルの書式設定Facebookコミュニティ規定※
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主な項目 ポリシーの基本理念（抜粋）

暴力と扇動
Facebookは、深刻な暴力行為を煽ったり、促したりする発言を削除します。人身に実際の危害を及ぼす、または公共の安全を直接脅かすおそれが

あると思われる場合には、Facebookはコンテンツを削除し、アカウントを停止し、法執行機関に協力します。

児童に対する性的搾

取、虐待、児童の

ヌード

Facebookで明らかな子どもの搾取が見つかった場合は、準拠法に基づき、米国National Center for M issing and Exploited Children (NCMEC)に通

告します。利用者が善意で自分の子どもの裸の画像を投稿することもありますが、Facebookは通常、こうした画像を削除します。これは第三者に

よる児童虐待や、画像の再利用、不正流用を防止するためです。

成人の性的搾取
性的暴力や暴行、性的搾取の描写、またはこれらに関する脅しや助長などを含むコンテンツは削除の対象となります。また、同意のない性的行為

の助長を避けるために、同意のない第三者との性的行為の表示、擁護、または手配を含むコンテンツも削除されます。

暴力や過激な描写を

含むコンテンツ

暴力行為を称賛したり、他者に苦痛や屈辱を与えることをもてはやしたりするコンテンツはコミュニティへの参加を阻害するものであり、

Facebookではこのようなコンテンツを削除しています。ただし、利用者の問題意識を喚起する目的がある場合は、いくつかの制限付きで過激な描

写を含むコンテンツを認めています。

成人のヌードと性的

行為

Facebookでは、ヌードや性的行為の表示を制限しています。…Facebookでは、性的な画像を削除して、同意のないコンテンツや未成年のコンテ

ンツをシェアすることを防止しています。性行為の表現に関する制限は、デジタル的に作成されたコンテンツに対しても適用されますが、教育、

ユーモア、風刺を目的に投稿される場合はこの限りではありません。

性的行為の勧誘

Facebookでは、売春やエスコートサービスなど、成人間での性的関係または営利目的の性的サービスを促進、奨励、または手配するコンテンツを

制限しています。これは、人身売買、同意のない性的行為の強要などにかかわる可能性のある取引を助長することを防止するためです。また、性

的行為の勧誘につながる可能性のある性的に露骨な文言も制限しています。

フェイクニュース

Facebook上のフェイクニュース(偽ニュース)の拡散防止は、Facebookが責任を持って真摯に対策を講じている事項の1つです。…Facebookでは

フェイクニュースをなくすのではなく、ニュースフィードでの表示回数を下げることでフェイクニュースの配信を大幅に減らす措置を取っていま

す。

https://transparency.fb.com/ja-jp/policies/community-standards/?from=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F%3Flocale%3Dja_JP


マスター タイトルの書式設定選挙に対するFacebookのアプローチ※

29

主な項目

干渉の防止

・Facebookは、毎日数百万の偽アカウントをアカウントの作成前に阻止しています。

・セキュリティチームは、公の議論を操作しようとするアカウント、ページおよびグループの組織的ネットワークを調査し、削除します。

・新たに出現する脅威を阻止するため、政府、法執行機関、非営利団体、公民権関連団体やその他テクノロジー企業と提携しています。

偽情報との闘い

・Facebookは60の言語にわたり、80を超えるパートナーと協力して、利用者が投稿する内容のファクトチェックを行い、誤解を招くコンテンツに

対して背景情報を提供しています。

・投票に関する誤った情報など、投票に干渉しようとするコンテンツについては削除し、選挙暴力を呼びかける内容を削除します。

・選挙に関するフェイクニュースを見る利用者が少なくなるよう、Facebookはフェイクニュースの配信を抑制しています。

https://transparency.fb.com/ja-jp/features/approach-to-elections/


マスター タイトルの書式設定Twitterルール※

30

主な項目 概要（抜粋）

市民活動の阻害に関

するポリシー

選挙やその他の市民活動の操作や妨害を目的としてTw itterのサービスを利用することを禁じます。これには、市民活動への参加を抑圧するような

コンテンツや、市民活動に関する日時、場所、方法について誤解を招くコンテンツの投稿や共有が含まれます。また、市民活動について誤った情

報や誤解を招く情報が含まれるツイートには、背景情報を提供するために、ラベルを付けたり、拡散を抑制する場合があります。

強烈な身体的脅迫に

関するポリシー

個人または集団に向けた暴力をほのめかす脅迫は禁じられています。暴力を賛美することも禁止します。

健全な会話は、攻撃的な行為から守られ、暴力的な言葉が用いられない場合にのみ、成立します。そのため、Tw itterでは、暴力をほのめかす脅迫

行為に対して、ポリシーを設けています。Tw itterでは、強烈な身体的脅迫とは、特定の個人または集団に対して、死に至らしめる、または深刻な

身体的危害を負わせる意図を表明することであると定義しています。

暴力の賛美に関する

ポリシー

暴力行為の賛美は、他者に同じような暴力行為を促す可能性があります。さらに、暴力を賛美する出来事のうち、法的または社会的に守られるべ

き特性（人種、民族、出身地、性的指向、性別、性同一性、信仰している宗教、年齢、障碍、深刻な疾患など）を持つ人々を標的にしたものは、

憎悪や不寛容によるさらなる暴力をあおったり、引き起こしたりする可能性があります。こうした理由のため、Tw itterでは、他者に同じような暴

力行為を促し、現実にオフラインで危害を引き起こす可能性のある方法で暴力行為を賛美するコンテンツ、または法的または社会的に守られるべ

き特定の集団の一員が主な標的や犠牲者にされた出来事を賛美するコンテンツに対してポリシーを設けています。

センシティブなメ

ディアに関するポリ

シー

ライブ放送、プロフィールヘッダー、またはリストバナー画像として、過度にグロテスク、暴力的、または成人向けコンテンツを含むメディアを

投稿することはできません。強姦及び性的暴行の描写を含むメディアも許可されていません。

プラットフォームの

操作とスパムに関す

るポリシー

情報を人為的に拡散または隠蔽したり、Tw itterのユーザー体験を操作または侵害する行為に加担したりする意図で、Tw itterのサービスを利用する

ことは禁じられています。

Tw itterでは、人々が他者とつながり、信頼できる情報を見つけ、自由かつ安全に自己表現できる場を提供したいと考えています。これを可能にす

るために、スパムやその他の種類のプラットフォームの操作を禁止します。プラットフォームの操作とは、Tw itterを利用して、他者の誤解を招

き、快適性を阻害する、大量、過剰、虚偽的な行動に加担することと定義します。

https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
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主な項目

選挙期間中のコメン

ト投稿について

当選をさせない目的で候補者に関する虚偽の事実を投稿する等、コメントの投稿により法令に違反する場合があります。詳しくはインターネット

選挙運動のページ（総務省）をご覧ください。

わいせつや暴力的

等、不愉快な内容

【禁止されているコメントや行為】

・わいせつな内容や不愉快、下品な内容を含む投稿

・動物虐待や、暴力的な内容を含む投稿

・気分を害するような低俗な投稿

https://news.yahoo.co.jp/info/comment-policy

